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「（仮）第 6 次町田市男女平等推進計画」の策定に向けた方向性について（案） 

 
１ 計画策定の趣旨                                      

〇「町田市男女平等推進計画」は、男女共同参画社会基本法第 14条 3項に基づき、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画として策定。 

〇第 5次男女平等推進計画が 2026年度で終了になることから、今回新たに 2027年度から 2031年

度までの「（仮）第 6次町田市男女平等推進計画」を策定。 

 

２ 計画の位置づけ                                    

 以下のような関係法令、計画等との整合を図り策定。 

 

 

  

男女平等参画都市宣言

（2001年2月1日）

（仮称）第6次

男女平等推進計画

（202７～2031）

配偶者からの暴力
の防止及び被害者
の保護等に関する
法律

（2001年10月13日施行）

女性の職業生活

における活躍の推

進に関する法律

（2015年9月4日施行）

困難な問題を抱え

る女性への支援に

関する法律

（2024年4月1日施行）

町田市

基本構想・基本計画

まちだ未来づくり

ビジョン2040

男女共同参画社会

基本法

（1999年6月23日施行）

東京都男女平等参画基本条例

（2000年4月1日施行）

（仮）東京都男女平等参画推進
総合計画

【都】東京都オリンピック憲章に
うたわれる人権尊重の理念の実
現を目指す条例

（2019年10月15日施行）

性的指向及びジェン
ダーアイデンティティの
多様性に関する国民の
理解の増進に関する法
律

（2023年6月23日施行）

東京都性自認及び性的指向に
関する基本計画

（2023～2027年度）

困難な問題を抱える女性への
支援のための施策の実施に関
する東京都基本計画

（2024～2028年度）

（仮）第6次男女共
同参画基本計画

東京都

国

資料２－１ 



2 

３ 計画策定の体制・スケジュール（案）                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 月 策定手続き 参画協議会（庁外） 推進会議（庁内）

10 第２回（方向性確認）

11 第１回

1 経営会議

5 第１回（事業確認） 第１回

7 第２回（素案確認） 第２回

8 経営会議

10 パブコメ実施

11 第３回（パブコメ確認） 第３回

3 計画策定・公表

2025

2026

 

計

画

の

検

討 

具体的に取り組む事業のとりまとめ 

計画体系及び素案の検討 など 

＜町田市男女平等参画に関する市民へのアンケート調査＞ 

町田市内全域から、市内在住の満２０歳以上の男女個人 

調
査
・
資
料(

計
画
の
基
礎
と
な
る
も

計画素案の公表・市民意見の募集（パブリックコメント） 

（仮）第 6 次町田市男女平等推進計画 策定・公表 

 

国、都、町田市などの各計画 市民アンケートの結果 

社会情勢やトレンド 他 自 治 体 の 動 向 

市組織 外部組織 

庁内関係部署  
（各事業担当課） 

男女平等    
参画協議会 

男女平等推進会議 
会

議

体 

●計画策定の体制 

●スケジュール（案） 
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４ 第５次計画の振り返りと課題                                  

基本目標Ⅰ－１ お互いを尊重し合う意識の醸成 

現状 

 

 

●数値目標

目標値には届かず、センターの

事業が市民に知られていない

目標値には届かないが、多様な

性のあり方への認知度は上がっ

てきている

それそれ目標値を達成し、検診

の受診推進の取組の成果が表れ

ている

基本目標 基本施策 指標 2021年度値 2025年度値 計画目標値

１男女平等参画

に関する市民意

識の向上

男女平等推進センターが行ってい

る啓発や相談などの事業を知って

る市民の割合

17.2% 30.0%

２多様性を尊重

する意識の浸透

「性的マイノリティ」という言葉

を知っている市民の割合
65.4% 73.7% 80.0%

乳がん検診の受診率 16.8%
17.9%（2024年

度）
17.2%

子宮頸がん検診の受診率 15.7%
18.8%（2024年

度）
16.0%

３心と体の健康

支援

１．お互いを尊

重し合う意識の

醸成

40歳～

20歳～

●都内自治体のがん検診受診率

受診率が都内自治体の平均以下のため、継

続した啓発が必要

資料：とうきょう健康ステーション（東京都保健医療局）



4 

 

 

 

 

 

 

●市民意識調査結果（2025年8月実施分）

（問３０）次の分野で女性と男性が平等だと思うか

男性優遇の割合は、前回よりも

４．９ポイント減少したが、依

然として７３．７％と高い

（問１）「男性は仕事」、「女性は家庭」という考え方についてどう思うか

否定派の割合は、前回よりも

１．５ポイント増加して５９．

９％となったが、依然として１

７．２％が肯定している
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（問２４）今まで性別などで悩んだことはあるか

悩んだことのある方の割合は

3.6%で、前回から0.3ポイント

の微増

（問１０）男女平等の推進のために、学校教育で力を入れて欲しいことは

学校教育では、個性・能力を活

かせる配慮、男女平等意識を育

む学習、性教育の関心が高い

生活指導や進路指導において、男女の区別なく個性や能
力をいかせるよう配慮する

日常の活動の中で、男女平等の意識を育てる指導をする

男女平等の意識を育てる授業をする

男女がお互いの性と健康に理解を深め、人権を尊重する
性教育を充実する

男女平等教育への保護者の理解を深める
※今回（2025年）選択肢追加

教職員への男女平等研修を充実する

校長や副校長などの役職に就く女性を増やしていく

その他

特にない

無回答

59.5

52.2

43.6

39.9

24.2

24.0

20.8

6.8

3.1

0.7

63.9

52.3

40.4

47.3

27.4

27.9

4.9

2.5

1.2

63.2

52.7

38.6

39.9

21.7

21.9

4.9

2.7

2.0

0 20 40 60 80 (%)

　 今回調査 n=(945)

　 前回調査 n=(1,286)

　 前々回調査 n=(1,237)

●がん検診の受診率が都全体では平均以下のため、継続した受診率向上の取組が必要

●依然として「男性は仕事」「女性は家庭」という固定的性別役割分担意識が残っているため、その意識の解消に引き続き取

り組むことが必要

●性の多様性に関しての認知度は徐々に高まっており、また性別で悩んでいる方の割合が増えているため、引き続き正しい知

識の周知啓発や当事者の方への支援が必要

●学校教育では、引き続き男女の区別なく個性や能力を活かせる配慮や人権を尊重する性教育の充実が求められている。

今後取り組むべき課題
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基本目標Ⅰ－２ 配偶者等からのあらゆる暴力の根絶 

現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●数値目標

目標値を達成し、DVに対す

る意識が高まっている

目標値には届かず、かつ前回

の調査よりも４．６％減少し

ており、DV防止の支援につ

ながっていない

目標値には届かず、依然とし

て半数程度セクハラ被害の認

識がある

基本施策 指標 2021年度値 2025年度値 計画目標値

１配偶者等から

の暴力の防止と

早期発見

配偶者・恋人間における身体や精

神を傷つける行為を暴力として認

識する市民の割合

78.9% 85.3% 85.0%

２配偶者等から

の暴力による被

害者への支援

ＤＶを受けた人のうち、だれか

（どこか）に相談した市民の割合
27.7% 23.1% 40.0%

３ハラスメント

やその他暴力へ

の対策

直近の1年間で職場などにおいて

セクシュアル・ハラスメントを受

けていない市民の割合

53.7% 54.5% 70.0%

●全国のDV相談件数の推移

DV相談件数は増加傾向

資料：配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等（令和５年度分）（内閣府男女共同参画局）

●女性悩みごと相談におけるDV相談件数の推移

DV相談件数は増加傾向年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024

件数 73 89 89 84 99 102
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基本目標Ⅱ－１ 雇用や職業等の場における男女平等の推進 

現状 

 

●市民意識調査結果（2025年8月実施分）

（問１８）「セクシュアル・ハラスメント」を受けた経験はあるか

セクハラ被害経験があると回

答した人の割合が全体的に増

加傾向

「女（男）のくせに」「女（男）だから」と差別的な
言い方をされた

身体をさわられた

宴会などでお酌やデュエットを強要された

いやがっているのに卑わいな話やわい談を
聞かされた

容姿について傷つくようなことを言われた

結婚や交際についてしつこく聞かれた

帰宅途中などに後をつけられたり、
つきまとわれたりした

プライバシーに関することや性的な内容の
手紙や電話を受けた

交際を強要された

性的なうわさをたてられた

ヌード写真や卑わいな雑誌を目につくところに
置かれたり、貼られたりした

その他

特にない

無回答

21.9

18.2

12.9

10.9

10.3

8.0

6.5

2.6

2.2

2.1

1.4

2.3

54.5

3.4

19.8

15.6

11.5

9.4

11.0

7.1

6.5

3.1

1.9

2.1

1.3

1.7

53.7

6.3

14.6

9.8

8.1

7.8

9.1

4.7

3.6

2.2

1.5

2.1

1.5

2.9

62.7

5.1

0 20 40 60 80 (%)

　 今回調査 n=(945)

　 前回調査 n=(1,286)

　 前々回調査 n=(1,237)

●DV相談件数は増加傾向であるため、引き続きDV防止の意識啓発や被害者支援などの継続的な取組が必要

●セクハラ被害経験があると回答した人の割合が増加傾向であるため、引き続きセクハラ等の暴力防止の意識啓発や被害者

支援などの継続的な取組が必要

今後取り組むべき課題

●数値目標

目標値には届かず、ワーク・

ライフ・バランスの実現に向

けた継続的な取組が必要

それぞれ目標値には届かず、

男女平等参画の継続的な取組

が必要

基本施策 指標 2021年度値 2025年度値 計画目標値

１　多様で柔軟

な働き方を選べ

る環境整備への

支援

仕事と生活の調和の現状と理想が

一致している市民の割合
45.5% 46.8% 50.0%

9.3% 12.2% 20.0%

14.1% 12.1% 30.0%

社会において男女の地位は平等に

なっていると感じている市民の割

合（上段：全体　下段：20歳代）

２　女性の活躍

推進に向けた取

り組みへの支援



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

●全国の働く女性の状況

資料：厚生労働省「令和5年の働く女性の状況」

依然として男性より

も女性の所得水準が

低い
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●市民意識調査結果（2025年8月実施分）

（問１１－１）職場で男女差を感じるか

（問６）男女が家事、子育て、介護、地域活動を積極的に担うために必要なことは

依然として労働環

境に男女差がある

と感じる人が一定

数いる

職場での支援体制

を求める項目の割

合が高い

女性と男性で違いはない

職務内容・配置に男女差がある

女性も男性と同じように時間外労働や
深夜勤務がある

昇進・昇格に男女差がある

募集・採用に男女差がある

賃金に男女差がある

育児休業がとりにくい

結婚や出産で退職しなければならないような
雰囲気がある

教育訓練・研修に男女差がある

その他

無回答

38.8

21.2

18.7

14.8

12.8

11.3

10.0

4.2

3.2

7.0

8.0

45.5

21.0

21.8

13.3

13.2

10.5

9.7

2.4

2.0

5.2

6.4

45.1

22.4

22.7

15.9

15.7

12.7

11.7

5.1

3.1

7.1

3.7

0 10 20 30 40 50 (%)

　 今回調査 n=(647)

　 前回調査 n=(847)

　 前々回調査 n=(709)

企業が、男女ともに家庭と仕事を両立できる
職場環境を整える

夫婦や家族間でのコミュニケーションを
よくはかる

仕事と家庭の両立を支援するための保育や介護の
体制（育児・介護休業制度など）を充実する

在宅勤務など、多様な働き方を進めることで、
仕事以外の時間をより多く持てるようにする

男性が仕事中心の考え方を改め、
家事などを担うことに対する抵抗感をなくす

男性が家事や子育てなどを担うことに対する
評価を高める

男性が家事や地域活動へ気軽に参加できるよう、
啓発や身近な情報・相談窓口の提供をする

男性が子育てや介護、地域活動を活発に行うことが
できるよう、仲間（ネットワーク）づくりを支援する

女性が、男性が家事などを担うことに対する
抵抗感をなくす

その他

無回答

58.4

44.9

43.7

41.7

37.6

20.2

15.6

15.2

12.9

6.8

1.0

61.6

51.2

44.9

38.5

38.3

20.8

13.9

16.9

15.5

4.8

1.2

63.6

49.7

47.1

31.7

32.3

22.2

17.5

18.2

12.4

5.5

2.1

0 20 40 60 80 (%)

　 今回調査 n=(945)

　 前回調査 n=(1,286)

　 前々回調査 n=(1,237)
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基本目標Ⅱ－２ 仕事と家庭生活に調和に向けた育児・介護の支援 

現状 

 

 

●引き続き職場における男女平等の推進の取組や体制の整備など、事業所等への意識啓発が必要

●依然として男性よりも女性の所得水準が低いため、継続的な女性の就労支援が必要

今後取り組むべき課題

●数値目標

目標値には届かず、継続的な子

育て支援が必要

目標値を達成し、取組が計画ど

おり進んでいる

基本施策 指標 2021年度値 2025年度値 計画目標値

１　子育てに対

する支援
保育園の待機児童数 76人

40人

(2025/4/1現在)
0人

２　介護に対す

る支援
家族介護者教室の開催数 15回

24回

（2024年度）
24回

●市民意識調査結果（2025年8月実施分）

（問２）家庭での役割分担は

前回よりも割合は減少した

が、依然として４６．１％の

割合で男性よりも女性が家

事、育児を担っている

男
性
は
仕
事
、

女
性
は
家

事
・
育
児
を
分
担
し
て
い
る

男
性
は
仕
事
、

女
性
は
家

事
・
育
児
に
差
し
支
え
な
い

程
度
で
仕
事
を
し
て
い
る

男
女
と
も
仕
事
し
、

家
事
・

育
児
は
主
に
女
性
が
分
担
し

て
い
る

男
女
と
も
仕
事
し
、

家
事
・

育
児
も
男
女
で
分
担
し
て
い

る 女
性
は
仕
事
、

男
性
は
家

事
・
育
児
を
分
担
し
て
い
る

そ
の
他

分
担
す
る
よ
う
な
相
手
が
い

な
い

無
回
答

n   (%)

全体／今回調査 (945)

前回調査 (1,286)

前々回調査 (1,237)

女性／今回調査 (547)

前回調査 (758)

前々回調査 (710)

男性／今回調査 (367)

前回調査 (516)

前々回調査 (514)

≪男性は仕事、女性は家庭≫

12.7

17.8

19.9

13.0

16.4

18.3

13.1

20.2

21.6

15.1

17.1

13.7

16.8

17.0

13.1

13.1

17.4

15.0

18.3

18.2

16.7

20.3

21.6

17.0

14.7

13.2

16.1

23.7

17.5

11.5

23.0

16.0

10.7

24.5

19.4

12.8

0.6

0.6

0.8

0.4

0.7

0.6

1.1

0.6

1.2

11.9

9.6

17.9

10.1

8.7

19.2

13.9

11.0

16.3

16.6

18.0

17.9

15.9

18.5

19.6

17.7

17.2

15.0

1.1

1.2

1.7

0.5

1.2

1.5

1.9

1.0

1.9

全

体

／

経

年

比

較

女

性

／

経

年

比

較

男

性

／

経

年

比

較
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基本目標Ⅱ－３ あらゆる分野における男女平等参画の推進 

現状 

 

（問８）家庭で主に介護している方は

娘の割合は息子の倍以上あ

り、また息子の配偶者の割合

が増加しており、依然として

女性が介護を担っている

配
偶
者

娘 息
子

息
子
の
配
偶
者

そ
の
他
の
家
族

ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

な
ど

の
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス

を
利
用
し
て
い
る

高
齢
者
向
け
施
設
や
病

院
に
入
所
し
て
い
る

そ
の
他

無
回
答

n   (%)

全体／今回調査 (254)

前回調査 (176)

女性／今回調査 (137)

前回調査 (104)

男性／今回調査 (109)

前回調査 (70)

24.8

27.3

21.2

25.0

29.4

30.0

16.9

17.0

25.5

22.1

6.4

10.0

8.3

8.5

3.6

4.8

13.8

14.3

3.9

2.8

5.1

3.8

1.8

1.4

7.9

9.1

8.8

8.7

7.3

10.0

5.5

6.3

5.1

3.8

5.5

10.0

19.3

26.7

19.0

28.8

20.2

24.3

13.4

1.7

11.7

2.9

15.6

0.6

全

体

／

経

年

比

較

女

性

／

経

年

比

較

男

性

／

経

年

比

較

●男性が介護に参画するためには、職場等の周囲の理解促進や介護の負担を軽減させる継続的な支援が

必要

●男性が子育てに参画するためには、職場等の周囲の理解促進や子育ての負担を軽減させる継続的な支

援が必要

今後取り組むべき課題

●数値目標

目標値には届かず、引き続き

女性参画推進の取組が必要で

ある

目標値には届かず、引き続き

地域社会への男女平等参画の

取組が必要である

基本施策 指標 2021年度値 2025年度値 計画目標値

１　政策・方針

決定過程への男

女平等参画の推

進

市が設置する審議会等における女

性委員比率
28.8%

30.7%

(2025/4/1現在)
40.0%

２　男女がとも

に参画する地域

社会づくり

地域活動や社会活動をしている市

民の割合
40.1% 34.9% 50.0%
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●市民意識調査結果（2025年8月実施分）

（問２７）町田市の審議会などの女性委員比率30.7％について、どう思うか

（問２６）男女双方の視点を取り入れた防災対応として重要なことは

前回よりも４．４ポイント減

少したが、５９．７％の方が

女性の参画を望んでいる

前回よりも女性の

視点を反映した方

が良いと考える割

合が多い

● 防災分野に女性の視点を取り入れてほしいと回答した人の割合が増加傾向であり、男女平等の視点か

ら防災対策に取り組むことが必要

●依然として市の審議会等における女性委員の割合が低いため、引き続き政策・方針決定過程などへの

女性参画促進の取組が必要

今後取り組むべき課題
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５ 体系図の構成について                                     

〇第 6次計画の体系図（案） 

 

 

（参考）第 5次計画の体系図 

 

 

 

基本理念 

⇒「その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして」（第 5次計画踏襲） 

⇒（注釈）本計画を推進するための根底にある根本的な考え方 

 

参考（これまでの計画の基本理念） 

第 3次計画：男女平等参画社会の形成をめざして 

第 4次計画：その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして 

第 5次計画：同上 

 

めざすべき姿（ 

⇒「めざすべき姿Ⅰ 一人ひとりの人権を尊重するまち」 

「めざすべき姿Ⅱ 一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち」（第 5次計画踏襲） 

 ⇒（注釈）基本理念の重要な要素であるめざすべき社会の姿を具体的に設定したもの 

 

基本目標 

⇒（注釈）めざすべき姿の実現に向けて、計画を推進するための基本的な方向性 

 

課題 

⇒（注釈）基本目標を達成するための課題 

 

施策 

⇒（注釈）課題を解決するための取組・手段 

 

事業 

⇒（注釈）各部署が取り組む事業 

 

 

 

※「ジェンダー平等」の計画への反映について（資料２－３） 

 

 

 

施策 各事業基本理念 めざすべき姿 基本目標 課題

施策推進の方向 各取り組み基本理念 めざすべき姿 基本目標 基本施策
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６ 次期計画の基本目標・課題の設定                                 

 

 
 

※参考 国、都の方針（資料２－２） 

  

●依然として「男性は仕事」「女性は家庭」という固定的性

別役割分担意識が残っているため、その意識の解消に引き続

き取り組むことが必要

固定的な性別役割分担意識の解消

●性の多様性に関しての認知度は徐々に高まっており、また

性別で悩んでいる方の割合が増えているため、引き続き正し

い知識の周知啓発や当事者の方への支援が必要

多様性を尊重する意識の醸成

●DV相談件数は増加傾向であるため、DV防止の意識啓発や

被害者支援などの継続的な取組が必要

配偶者からの暴力の防止・被害者

支援

●セクハラ被害経験があると回答した人の割合が増加傾向で

あるため、セクハラ等の暴力防止の意識啓発や被害者支援な

どの継続的な取組が必要

ハラスメントやその他暴力への対

策

●学校教育では、引き続き男女の区別なく個性や能力を活か

せる配慮や人権を尊重する性教育の充実が求められている

●がん検診の受診率が都全体では平均以下のため、継続した

受診率向上の取組が必要

●（国）女性支援新法（2024年4月施行）における相談支援

等の推進

（新設）困難な問題を抱える女性

への支援

●依然として男性よりも女性の所得水準が低いため、継続的

な女性の就労支援が必要
女性の就労支援

●依然として市の審議会等における女性委員の割合が低いた

め、引き続き政策・方針決定過程などへの女性参画促進の取

組が必要

政策・方針決定過程における女性

参画の促進

● 防災分野に女性の視点を取り入れてほしいと回答した人

の割合が増加傾向であり、男女平等の視点から防災対策に取

り組むことが必要

地域社会における男女平等参画の

推進

●引き続き職場における男女平等の推進の取組や体制の整備

など、事業所等への意識啓発が必要
ワーク・ライフ・バランスの推進

●男性が子育てに参画することについて、男性自身や職場等

の周囲の理解促進など、子育ての負担を軽減させる継続的な

支援が必要

子育て等の支援

●男性が介護に参画することについて、男性自身や職場等の

周囲の理解促進など、介護の負担を軽減させる継続的な支援

が必要

介護の支援

多様な生き方、働き方の実現

男女平等と多様性の意識の醸成

　　　　　　　今後取り組むべき課題の整理 課題で解決される目標（基本目標）

一人ひとりが安心して暮らせる環境の整備

心と体の健康支援
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７ 体系図案                                        

 
基本

理念

めざす

べき姿

基本

目標
基本施策

基本

理念

めざす

べき姿
基本目標 課題

男女平等参画に関する市民意識の向上

・年齢層に応じた男女平等参画に関する普及啓発

・デジタル技術の活用による、 男女平等に関する情報や資料等の収集・提供

・男女平等の視点に立った教育と指導

・男女平等に関する学習機会の提供と支援

・男女平等推進団体・グループへの支援及び育成

・男女平等参画に関する 職員への意識啓発

多様性を尊重する意識の浸透

・性の多様性への理解の促進

・人権尊重や多様性に関する職員・教職員への意識啓発

心と体の健康支援

・人権尊重の視点に立った性教育の充実

・健康支援のための啓発及びイベントの参加・開催

・性や健康に関わる相談体制の充実と関係機関相互の連携

・検査・健診 体制の充実

配偶者等からの暴力の防止と早期発見

・配偶者等からの暴力の根絶のための意識啓発

・暴力の防止に関する若年層への啓発

配偶者等からの暴力による被害者への支援

・配偶者等からの暴力に関する相談体制の充実

・被害者の安全確保への対応の整備

・自立支援に関する自助グループへの支援

ハラスメントやその他暴力への対策

・あらゆるハラスメトを防止する ための取り組みの推進

・性暴力、ストーカー、性の商品化等に関する被害の防止

多様で柔軟な働き方を選べる環境整備への支援

・働く人のワーク・ライフ・バランス実現に向けた普及啓発

・事業者へのワーク・ライフ・バランス 推進支援

女性の活躍推進に向けた取組みへの支援

・再就職や起業に向けた学習講座等の開催や情報の収集・提供

・就労に関する情報提供や相談窓口の周知

子育てに対する支援

・さまざまな保育サービスの充実

・子育てに関する啓発活動の充実

・子育てに関する相談体制の充実

・ひとり親家庭への支援

・男性の子育て参画促進

介護に対する支援

・家族介護者への支援

・介護サービス等に関する情報の提供

政策・方針決定過程への男女平等参画の推進

・審議会・委員会等への女性の登用促進及び環境の整備

・市内事業所における女性管理職の登用に向けた普及啓発

・市役所内の管理職に占める女性比率の 向上

男女がともに参画する地域社会づくり

・女性の防災活動への参画や、男女平等参画の視点を踏まえた防災対策の推進

・誰もが参加しやすい地域活動に向けた環境の整備

あ

ら

ゆ

る

分

野

に

お

け

る

男

女

平

等

参

画

の

推

進

ワーク・ライフ・バランスの推進

子育て等の支援

介護の支援

配偶者等からの暴力の防止・被害者支援

配

偶

者

等

か

ら

の

あ

ら

ゆ

る

暴

力

の

根

絶

ハラスメントやその他暴力への対策

（新）困難な問題を抱える女性への支援

※施策例：相談窓口の周知、支援体制の整備、情報共有の充

実など）

女性の就労支援仕

事

と

家

庭

生

活

の

調

和

に

向

け

た

育

児

介

護

の

支

援

政策・方針決定過程における女性参画の促進

地域社会における男女平等参画の推進

第5次計画 第6次計画

そ

の

人

ら

し

さ

を

発

揮

で

き

る

社

会

の

形

成

を

め

ざ

し

て

Ⅰ

　

一

人

ひ

と

り

の

人

権

を

尊

重

す

る

ま

ち

お

互

い

を

尊

重

し

合

う

意

識

の

醸

成

そ

の

人

ら

し

さ

を

発

揮

で

き

る

社

会

の

形

成

を

め

ざ

し

て

Ⅰ

　

一

人

ひ

と

り

の

人

権

を

尊

重

す

る

ま

ち

 

 

男

女

平

等

と

多

様

性

の

意

識

の

醸

成

固定的な性別役割分担意識の解消

※施策の一つとして「（新）男女平等推進センターの機能充

実」を追加予定

（事業例：意識啓発、施設活用案内、登録団体支援、関係機

関との連携など）

多様性を尊重する意識の醸成

Ⅱ

　

一

人

ひ

と

り

が

個

性

と

能

力

を

生

か

し

て

活

躍

で

き

る

ま

ち

雇

用

や

職

業

等

の

場

に

お

け

る

男

女

平

等

参

画

の

推

進

心と体の健康支援

Ⅱ

　

一

人

ひ

と

り

が

個

性

と

能

力

を

生

か

し

て

活

躍

で

き

る

ま

ち

 

 

多

様

な

生

き

方

、

働

き

方

の

実

現

 

 

一

人

ひ

と

り

が

安

心

し

て

暮

ら

せ

る

環

境

の

整

備


